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～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直

り
を
さ
さ
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～

　

７
月
は
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
「
社
会
を
明
る

く
す
る
運
動
」
の
強
化
月
間
で
す
。

　

江
南
保
護
区
保
護
司
会
、江
南
市
・

岩
倉
市
・
大
口
町
更
生
保
護
女
性
会
、

江
南
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で
は
、
街

頭
活
動
や
広
報
車
に
よ
る
啓
発
の
ほ

か
、
次
の
と
お
り
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。
こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
も
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

期
日　

７
月
29
日
㈰

場
所　

市
民
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

内
容

・
講
演
会
「
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｎ　

で
あ
い

再
び
」午
後
２
時
～
３
時
30
分（
開

場
午
後
１
時
～
）

・
個
人
相
談
会　

定
員
３
人
（
講
演

会
終
了
後
に
個
人
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。相
談
を
希
望
す
る
方
は
、

講
演
会
当
日
の
午
後
１
時
か
ら
１

時
45
分
に
受
付
に
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
の
う
え
決
定
し
ま
す
）

講
師　

廣
中
邦
充
（
岡
崎
市
西
居
院

（
平
成
の
駆
け
込
み
寺
）
住
職
）

入
場
料　

無
料

問
合
せ　

福
祉
課
（
内
線
４
７
７
）

　

介
護
支
援
専
門
員
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
方
な
ど
か
ら
の
相

談
に
応
じ
て
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
、
事
業
者
な
ど

と
調
整
し
な
が
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
計

画
を
作
成
す
る
こ
と
な
ど
を
行
い
ま

す
。

試
験
日　

10
月
28
日
㈰

受
験
資
格　

次
の
①
お
よ
び
②
に
当

て
は
ま
る
方

①
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
各
分
野
で

合
計
５
年
以
上
（
一
部
の
対
象
者

は
10
年
以
上
）
の
実
務
経
験
が
あ

る
方

②
申
し
込
み
日
現
在
、
①
の
業
務
に

従
事
し
て
い
る
勤
務
地
が
県
内
の

方
、
も
し
く
は
、
①
の
業
務
に
従

事
し
て
い
な
い
県
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ　

７
月
２
日
㈪
～
31

日
㈫
ま
で
に
、
指
定
用
紙
（
７
月

２
日
㈪
）
か
ら
高
齢
者
生
き
が
い

課
に
用
意
）
に
記
入
の
う
え
、
県

社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
セ
ン

タ
ー
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

受
講
試
験
係
（
☎
０
５
２
―
２
１

８
―
５
０
２
５
）
へ
。

第
62
回　
　
　
　
　
　

　

社
会
を
明
る
く
す
る

　
　
　
　

運
動
講
演
会

講
師
近
影

介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）

実
務
研
修
受
講
試
験

試
験
試
験

今
回
か
ら
、第
６
章
「
市
政
運
営
」

　
　
　
　
　
　
　
　

に
入
り
ま
す

　

こ
の
第
６
章
で
は
、
市
民
自
治

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則

で
あ
る
、「
市
民
自
治
の
原
則
」

や
「
情
報
共
有
の
原
則
」
な
ど
に

基
づ
い
た
、
市
政
運
営
の
あ
り
方

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
19
条　

市
民
の
意
思
の
表
明

　

執
行
機
関
等
は
、
第
８
条
に
規

定
す
る
政
策
の
形
成
、
執
行
及
び

評
価
の
過
程
に
、市
民
が
参
加
し
、

自
ら
の
意
思
を
表
明
す
る
機
会
を

設
け
ま
す
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
市
民
の
意

思
の
表
明
に
関
し
て
必
要
な
事
項

は
、
別
に
条
例
で
定
め
ま
す
。

　

市
民
自
治
の
原
則
に
基
づ
い

て
、
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
で
あ
る

市
民
の
意
思
が
市
政
に
反
映
さ
れ

る
よ
う
、執
行
機
関
な
ど
に
対
し
、

市
民
が
参
加
し
、
自
ら
の
意
思

を
表
明
す
る
機
会
（
市
民
参
加

の
手
続
き
）
を
設
け
る
こ
と
を

求
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
「
市
民
の
意
思

の
表
明
」
に
関
し
て
必
要
な
事

項
は
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

と
は
別
の
条
例
で
定
め
る
も
の

と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
学
識

経
験
者
、
ま
ち
づ
く
り
組
織
で

活
動
さ
れ
て
い
る
方
、
公
募
市

民
、
市
議
会
議
員
な
ど
で
構
成

さ
れ
た
「
江
南
市
市
民
自
治
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
推

進
委
員
会
」
で
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
同
推
進
委
員
会
は
傍

聴
が
可
能
で
す
の
で
、
開
催
日

時
な
ど
を
確
認
し
て
い
た
だ

き
、気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

地
域
協
働
課
（
内
線

３
２
３
）

「
江
南
市
市
民
自
治
に　

　

よ
る
ま
ち
づ
く
り　
　

　
　

基
本
条
例
」
の
中
身

　
　
　
　
　
　
　

そ
の
９

⑭

協働と参加
情報共有で
まちづくり

見
学
し
て

　
　

み
よ
う
か
な

利用者さんと
　　サービス事業所の
　　　　　　　　架け橋です


